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   八王子市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例 

 八王子市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

（平成２６年八王子市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

目次 目次 

 第１章～第１３章 （略）  第１章～第１３章 （略） 

 第１４章（第２７６条・第２７７条）  第１４章（第２７６条） 

 附則  附則 

  

 （指定居宅サービスの事業の一般原則）  （指定居宅サービスの事業の一般原則） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定居宅サービス事業者は、利用者の人

権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体

制の整備を行うとともに、その従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講じなけれ

ばならない。 

３ 指定居宅サービス事業者は、利用者への

虐待の防止及び早期発見のため、従業者に

対する研修の実施その他の必要な措置を講

じなければならない。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

７ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サ

ービスを提供するに当たっては、法第１１

８条の２第１項に規定する介護保険等関連

情報その他必要な情報を活用し、適切かつ

 



有効に行うよう努めなければならない。 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第９条 指定訪問介護事業者は、各指定訪問

介護事業所において、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程（以下

この章において「運営規程」という。）を

定めなければならない。 

第９条 指定訪問介護事業者は、各指定訪問

介護事業所において、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程（以下

この章において「運営規程」という。）を

定めなければならない。 

 ⑴～⑹ （略）  ⑴～⑹ （略） 

 ⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項  

 ⑻ （略）  ⑺ （略） 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問

介護の提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係

を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより訪問介護員

等の就業環境が害されることを防止するた

めの方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 

  

 （業務継続計画の策定等）  

第１１条の２ 指定訪問介護事業者は、感染

症や非常災害の発生時において、利用者に

対する指定訪問介護の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業

務再開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

２指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に

対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

しなければならない。 

 

３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継

続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする。 

 

  

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介

護事業所において感染症が発生し、又はま

ん延しないように、次の各号に掲げる措置

を講じなければならない。 

 

 ⑴ 当該指定訪問介護事業所における感染

症の予防及びまん延の防止のための対策

 



を検討する委員会（テレビ電話装置その

他の情報通信機器（以下「テレビ電話装

置等」という。）を活用して行うことが

できるものとする。）をおおむね６月に

１回以上開催するとともに、その結果に

ついて、訪問介護員等に周知徹底を図る

こと。 

 ⑵ 当該指定訪問介護事業所における感染

症の予防及びまん延の防止のための指針

を整備すること。 

 

 ⑶ 当該指定訪問介護事業所において、訪

問介護員等に対し、感染症の予防及びま

ん延の防止のための研修及び訓練を定期

的に実施すること。 

 

  

 （掲示）  （掲示） 

第３３条 （略） 第３３条 （略） 

２ 指定訪問介護事業者は、前項に規定する

事項を記載した書面を当該指定訪問介護事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関

係者に自由に閲覧させることにより、同項

の規定による掲示に代えることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、掲示が著しく

困難な場合は、利用者が自由に見ることが

できる場所に重要事項を記載した書面を設

置することにより、掲示に代えることがで

きる。 

  

 （地域との連携等）  （地域との連携） 

第３８条 （略） 第３８条 （略） 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事

業所の所在する建物と同一の建物に居住す

る利用者に対して指定訪問介護を提供する

場合には、当該建物に居住する利用者以外

の者に対しても指定訪問介護の提供を行う

よう努めなければならない。 

 

  

 （虐待の防止）  

第３９条の２ 指定訪問介護事業者は、虐待

の発生又はその再発を防止するため、次の

各号に掲げる措置を講じなければならな

い。 

 

 ⑴ 当該指定訪問介護事業所における虐待

の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催

するとともに、その結果について、訪問

介護員等に周知徹底を図ること。 

 

 ⑵ 当該指定訪問介護事業所における虐待

の防止のための指針を整備すること。 

 

 ⑶ 当該指定訪問介護事業所において、訪

問介護員等に対し、虐待の防止のための

研修を定期的に実施すること。 

 

 ⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施する

ための担当者を置くこと。 

 



  

（運営規程） （運営規程） 

第５２条 指定訪問入浴介護事業者は、各指

定訪問入浴介護事業所において、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する

規程（以下この章において「運営規程」と

いう。）を定めなければならない。 

第５２条 指定訪問入浴介護事業者は、各指

定訪問入浴介護事業所において、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する

規程（以下この章において「運営規程」と

いう。）を定めなければならない。 

 ⑴～⑺ （略）  ⑴～⑺ （略） 

 ⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項  

 ⑼ （略）  ⑻ （略） 

  

 （勤務体制の確保等）  

第５２条の２ 指定訪問入浴介護事業者は、

利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提

供できるよう、指定訪問入浴介護事業所ご

とに、訪問入浴介護従業者の勤務の体制を

定めておかなければならない。 

 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入

浴介護事業所ごとに、当該指定訪問入浴介

護事業所の訪問入浴介護従業者によって指

定訪問入浴介護を提供しなければならな

い。 

 

３ 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介

護従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。その

際、当該指定訪問入浴介護事業者は、全て

の訪問入浴介護従業者（看護師、准看護

師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８

条第２項に規定する政令で定める者等の資

格を有する者その他これに類する者を除

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な

研修を受講させるために必要な措置を講じ

なければならない。 

 

４ 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定

訪問入浴介護の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越

的な関係を背景とした言動であって業務上

必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪

問入浴介護従業者の就業環境が害されるこ

とを防止するための方針の明確化等の必要

な措置を講じなければならない。 

 

  

（準用） （準用） 

第５８条 第１１条の２から第２３条まで、

第２５条、第３０条、第３２条から第３５

条まで及び第３６条から第４０条までの規

定は、指定訪問入浴介護の事業について準

用する。この場合において、これらの規定

中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴

介護従業者」と、第３２条第２項中「設備

第５８条 第１１条から第２３条まで、第２

５条、第３０条、第３２条から第３５条ま

で及び第３６条から第４０条までの規定

は、指定訪問入浴介護の事業について準用

する。この場合において、第１１条、第１

２条第１項及び第２２条中「訪問介護員 

等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」



及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介

護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」

と読み替えるものとする。 

と、第３２条中「訪問介護員等」とあるの

は「訪問入浴介護従業者」と、「設備及び

備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に

用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、

第３３条中「訪問介護員等」とあるのは

「訪問入浴介護従業者」と読み替えるもの

とする。 

  

 （準用）  （準用） 

第６２条 第１１条の２から第１８条まで、

第２０条から第２３条まで、第２５条、第

３０条、第３２条から第３５条まで、第３

６条から第４０条まで（第３７条第４項を

除く。）及び第４７条並びに第４節（第５

３条第１項及び第５８条を除く。）の規定

は、基準該当訪問入浴介護の事業について

準用する。この場合において、これらの規

定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入

浴介護従業者」と、第２３条第１項中「内

容、当該指定訪問介護について法第４１条

第６項の規定により利用者に代わって支払

を受ける居宅介護サービス費の額」とある

のは「内容」と、第２５条中「法定代理受

領サービスに該当しない指定訪問介護」と

あるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第

３２条第２項中「設備及び備品等」とある

のは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽

その他の設備及び備品等」と、第５３条第

２項中「法定代理受領サービスに該当しな

い指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該

当訪問入浴介護」と、同条第３項中「前２

項」とあるのは「前項」と読み替えるもの

とする。 

第６２条 第１１条から第１８条まで、第２

０条から第２３条まで、第２５条、第３０

条、第３２条から第３５条まで、第３６

条、第３７条（第４項を除く。）、第３８

条から第４０条まで及び第４７条並びに第

４節（第５３条第１項及び第５８条を除

く。）の規定は、基準該当訪問入浴介護の

事業について準用する。この場合におい

て、第１１条、第１２条第１項及び第２２

条中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入

浴介護従業者」と、第２３条第１項中「内

容、当該指定訪問介護について法第４１条

第６項の規定により利用者に代わって支払

を受ける居宅介護サービス費の額」とある

のは「内容」と、第２５条中「法定代理受

領サービスに該当しない指定訪問介護」と

あるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第

３２条第１項中「訪問介護員等」とあるの

は「訪問入浴介護従業者」と、同条第２項

中「設備及び備品等」とあるのは「基準該

当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備

及び備品等」と、第３３条中「訪問介護員

等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」

と、第５３条第２項中「法定代理受領サー

ビスに該当しない指定訪問入浴介護」とあ

るのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条

第３項中「前２項」とあるのは「前項」と

読み替えるものとする。 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第６７条 指定訪問看護事業者は、各指定訪

問看護事業所において、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程（以

下この章において「運営規程」という。）

を定めなければならない。 

第６７条 指定訪問看護事業者は、各指定訪

問看護事業所において、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程（以

下この章において「運営規程」という。）

を定めなければならない。 

 ⑴～⑹ （略）  ⑴～⑹ （略） 

 ⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項  

 ⑻ （略）  ⑺ （略） 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第８２条 指定訪問リハビリテーション事業 第８２条 指定訪問リハビリテーション事業



者は、各指定訪問リハビリテーション事業

所において、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する規程（以下この章に

おいて「運営規程」という。）を定めなけ

ればならない。 

者は、各指定訪問リハビリテーション事業

所において、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する規程（以下この章に

おいて「運営規程」という。）を定めなけ

ればならない。 

 ⑴～⑸ （略）  ⑴～⑸ （略） 

 ⑹ 虐待の防止のための措置に関する事項  

 ⑺ （略）  ⑹ （略） 

  

 （指定訪問リハビリテーションの具体的取

扱方針） 

 （指定訪問リハビリテーションの具体的取

扱方針） 

第８５条 指定訪問リハビリテーションの具

体的な取扱いは、第７９条に規定する基本

方針及び前条に規定する基本取扱方針に基

づき、次に掲げるところによらなければな

らない。 

第８５条 指定訪問リハビリテーションの具

体的な取扱いは、第７９条に規定する基本

方針及び前条に規定する基本取扱方針に基

づき、次に掲げるところによらなければな

らない。 

 ⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 指定訪問リハビリテーション事業者

は、リハビリテーション会議（次条第１

項に規定する訪問リハビリテーション計

画又は第１４２条第１項に規定する通所

リハビリテーション計画の作成のため

に、利用者及びその家族の参加を基本と

しつつ、医師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅

サービス計画の原案に位置付けた指定居

宅サービス等（法第８条第２４項に規定

する指定居宅サービス等をいう。）の担

当者その他の関係者（以下「構成員」と

いう。）により構成される会議（テレビ

電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし、利用者又はその家

族（以下この号において「利用者等」と

いう。）が参加する場合にあっては、テ

レビ電話装置等の活用について当該利用

者等の同意を得なければならない。）を

いう。以下同じ。）の開催により、リハ

ビリテーションに関する専門的な見地か

ら利用者の状況等に関する情報を構成員

と共有するよう努め、利用者に対し、適

切なサービスを提供すること。 

 ⑷ 指定訪問リハビリテーション事業者

は、リハビリテーション会議（次条第１

項に規定する訪問リハビリテーション計

画又は第１４２条第１項に規定する通所

リハビリテーション計画の作成のため

に、利用者及びその家族の参加を基本と

しつつ、医師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅

サービス計画の原案に位置付けた指定居

宅サービス等（法第８条第２４項に規定

する指定居宅サービス等をいう。）の担

当者その他の関係者（以下「構成員」と

いう。）により構成される会議をいう。

以下同じ。）の開催により、リハビリテ

ーションに関する専門的な見地から利用

者の状況等に関する情報を構成員と共有

するよう努め、利用者に対し、適切なサ

ービスを提供すること。 

  

（運営規程）  （運営規程） 

第９２条 指定居宅療養管理指導事業者は、

各指定居宅療養管理指導事業所において、

次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程（以下この章において「運営

規程」という。）を定めなければならな

い。 

第９２条 指定居宅療養管理指導事業者は、

各指定居宅療養管理指導事業所において、

次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程（以下この章において「運営

規程」という。）を定めなければならな

い。 

 ⑴～⑸ （略）  ⑴～⑸ （略） 



 ⑹ 虐待の防止のための措置に関する事項  

 ⑺ （略）  ⑹ （略） 

  

 （指定居宅療養管理指導の具体的取扱方 

針） 

 （指定居宅療養管理指導の具体的取扱方 

針） 

第９５条 （略） 第９５条 （略） 

２ 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の具

体的な取扱いは、第８９条に規定する基本

方針及び前条に規定する基本取扱方針に基

づき、次に掲げるところによらなければな

らない。 

２ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行

う指定居宅療養管理指導の具体的な取扱い

は、第８９条に規定する基本方針及び前条

に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲

げるところによらなければならない。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっ

ては、療養上適切な居宅サービスが提供

されるために必要があると認める場合又

は居宅介護支援事業者若しくは居宅サー

ビス事業者から求めがあった場合は、居

宅介護支援事業者又は居宅サービス事業

者に対し、居宅サービス計画の作成、居

宅サービスの提供等に必要な情報提供又

は助言を行う。 

 

 ⑸ 前号に規定する居宅介護支援事業者又

は居宅サービス事業者に対する情報提供

又は助言については、原則として、サー

ビス担当者会議に参加することにより行

わなければならない。 

 

 ⑹ 前号の場合において、サービス担当者

会議への参加によることが困難な場合に

ついては、居宅介護支援事業者又は居宅

サービス事業者に対して、原則として、

情報提供又は助言の内容を記載した文書

を交付して行わなければならない。 

 

 ⑺ （略）  ⑷ （略） 

３ 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居

宅療養管理指導の方針は、次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

 

 ⑴ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっ

ては、医師又は歯科医師の指示に基づ

き、利用者の心身機能の維持回復を図

り、居宅における日常生活の自立に資す

るよう、妥当適切に行う。 

 

 ⑵ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっ

ては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、療養上必要な

事項について、理解しやすいように指導

又は説明を行う。 

 

 ⑶ 常に利用者の病状、心身の状況及びそ

の置かれている環境の的確な把握に努

め、利用者に対し適切なサービスを提供

する。 

 



 ⑷ それぞれの利用者について、提供した

指定居宅療養管理指導の内容について、

速やかに診療記録を作成するとともに、

医師又は歯科医師に報告する。 

 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第１０２条 指定通所介護事業者は、各指定

通所介護事業所において、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程

（以下この章（第５節を除く。）において

「運営規程」という。）を定めなければな

らない。 

第１０２条 指定通所介護事業者は、各指定

通所介護事業所において、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程

（以下この章（第５節を除く。）において

「運営規程」という。）を定めなければな

らない。 

 ⑴～⑼ （略）  ⑴～⑼ （略） 

 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項  

 ⑾ （略）  ⑽ （略） 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１０３条 （略） 第１０３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者

の資質向上のため、外部研修その他の適切

な研修の機会を確保しなければならない。

その際、当該指定通所介護事業者は、全て

の通所介護従業者（看護師、准看護師、介

護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２

項に規定する政令で定める者等の資格を有

する者その他これに類する者を除く。）に

対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受

講させるために必要な措置を講じなければ

ならない。 

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者

の資質向上のため、外部研修その他の適切

な研修の機会を確保しなければならない。 

４ 指定通所介護事業者は、適切な指定通所

介護の提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係

を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより通所介護従

業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 

  

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第１０９条 （略） 第１０９条 （略） 

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介

護事業所において感染症が発生し、又はま

ん延しないように、次の各号に掲げる措置

を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事

業所において感染症が発生し、又はまん延

しないように、必要な措置を講ずるととも

に、感染症の発生及びまん延の防止に係る

研修を実施するよう努めなければならな

い。 

⑴ 当該指定通所介護事業所における感染

症の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等を

 



活用して行うことができるものとす 

る。）をおおむね６月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、通所介

護従業者に周知徹底を図ること。 

 ⑵ 当該指定通所介護事業所における感染

症の予防及びまん延の防止のための指針

を整備すること。 

 

 ⑶ 当該指定通所介護事業所において、通

所介護従業者に対し、感染症の予防及び

まん延の防止のための研修及び訓練を定

期的に実施すること。 

 

  

 （地域との連携等）  

第１０９条の２ 指定通所介護事業者は、そ

の事業の運営に当たっては、地域住民又は

その自発的な活動等との連携及び協力を行

う等の地域との交流に努めなければならな

い。 

 

２ 指定通所介護事業者は、その事業の運営

に当たっては、提供した指定通所介護に関

する利用者からの苦情に関して、市が派遣

する者が相談及び援助を行う事業その他の

市町村が実施する事業に協力するよう努め

なければならない。 

 

３ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事

業所の所在する建物と同一の建物に居住す

る利用者に対して指定通所介護を提供する

場合には、当該建物に居住する利用者以外

の者に対しても指定通所介護の提供を行う

よう努めなければならない。 

 

  

（非常災害対策） （非常災害対策） 

第１１０条 （略） 第１１０条 （略） 

２ 指定通所介護事業者は、前項に規定する

訓練の実施に当たって、地域住民の参加が

得られるよう連携に努めなければならな

い。 

 

  

 （事故発生時の対応）  （事故発生時の対応） 

第１１０条の２ （略） 第１１０条の２ （略） 

２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する

指定通所介護の提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、速やかに損害賠償を行

わなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する

指定訪問介護の提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、速やかに損害賠償を行

わなければならない。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

 （準用） （準用） 

第１１２条 第１１条の２から第２１条ま 

で、第２３条、第２５条、第３０条、第３

１条、第３３条から第３５条まで、第３６

第１１２条 第１２条から第２１条まで、第

２３条、第２５条、第３０条、第３１条、

第３３条から第３５条まで、第３６条から



条、第３７条、第３９条の２、第４０条及

び第５１条の規定は、指定通所介護の事業

について準用する。この場合において、第

１１条の２第２項、第１２条第１項、第３

１条、第３３条第１項並びに第３９条の２

第１号及び第３号中「訪問介護員等」とあ

るのは、「通所介護従業者」と読み替える

ものとする。 

第３８条まで、第４０条及び第５１条の規

定は、指定通所介護の事業について準用す

る。この場合において、第１２条第１項、

第３１条及び第３３条中「訪問介護員等」

とあるのは、「通所介護従業者」と読み替

えるものとする。 

  

 （準用）  （準用） 

第１１４条 第１１条の２から第２１条ま

で、第２３条、第２５条、第３０条、第３

１条、第３３条から第３５条まで、第３６

条、第３７条、第３９条の２、第４０条、

第５１条、第９８条、第１００条及び第１

０１条第４項並びに前節（第１１２条を除

く。）の規定は、共生型通所介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１

２条第１項中「運営規程」とあるのは「運

営規程（第１０２条に規定する運営規程を

いう。第３３条第１項において同じ。）

と、「訪問介護員等」とあるのは、「共生

型通所介護の提供に当たる従業者（以下

「共生型通所介護従業者」という。）」

と、第１１条の２第２項、第３１条、第３

３条第１項並びに第３９条の２第１号及び

第３号中「訪問介護員等」とあるのは「共

生型通所介護従業者」と、第１０１条第４

項中「前項ただし書の場合（指定通所介護

事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜

間及び深夜に指定通所介護以外のサービス

を提供する場合に限る。）」とあるのは

「共生型通所介護事業者が共生型通所介護

事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共

生型通所介護以外のサービスを提供する場

合」と、第１０３条第３項及び第４項、第

１０６条第２号、第１０７条第４項並びに

第１０９条第２項第１号及び第３号中「通

所介護従業者」とあるのは「共生型通所介

護従業者」と、第１０６条中「第９８条」

とあるのは「第１１４条において準用する

第９８条」と、「前条」とあるのは「第１

１４条において準用する前条」と、同条第

１号中「次条第１項」とあるのは「第１１

４条において準用する次条第１項」と、第

１１１条第２項第２号中「次条において準

用する第２３条第２項」とあるのは「第２

３条第２項」と、同項第３号中「次条にお

いて準用する第３０条」とあるのは「第３

０条」と、同項第４号中「次条において準

第１１４条 第１２条から第２１条まで、第

２３条、第２５条、第３０条、第３１条、

第３３条から第３５条まで、第３６条から

第３８条まで、第４０条、第５１条、第９

８条、第１００条及び第１０１条第４項並

びに前節（第１１２条を除く。）の規定

は、共生型通所介護の事業について準用す

る。この場合において、第１２条第１項中

「運営規程」とあるのは「運営規程（第１

０２条に規定する運営規程をいう。）と、

「訪問介護員等」とあるのは、「共生型通

所介護の提供に当たる従業者（以下「共生

型通所介護従業者」という。）」と、第３

１条及び第３３条中「訪問介護員等」とあ

るのは「共生型通所介護従業者」と、第１

０１条第４項中「前項ただし書の場合（指

定通所介護事業者が第１項に掲げる設備を

利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外

のサービスを提供する場合に限る。）」と

あるのは「共生型通所介護事業者が共生型

通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び

深夜に共生型通所介護以外のサービスを提

供する場合」と、第１０３条第３項、第１

０６条第２号及び第１０７条第４項中「通

所介護従業者」とあるのは「共生型通所介

護従業者」と、第１０６条中「第９８条」

とあるのは「第１１４条において準用する

第９８条」と、「前条」とあるのは「第１

１４条において準用する前条」と、同条第

１号中「次条第１項」とあるのは「第１１

４条において準用する次条第１項」と、第

１１１条第２項第２号中「次条において準

用する第２３条第２項」とあるのは「第２

３条第２項」と、同項第３号中「次条にお

いて準用する第３０条」とあるのは「第３

０条」と、同項第４号中「次条において準

用する第３７条第２項」とあるのは「第３

７条第２項」と読み替えるものとする。 



用する第３７条第２項」とあるのは「第３

７条第２項」と読み替えるものとする。 

  

 （準用）  （準用） 

第１３４条 第１１条の２から第１８条ま

で、第２０条、第２１条、第２３条、第２

５条、第３０条、第３１条、第３３条から

第３５条まで、第３６条、第３７条（第４

項を除く。）、第３９条の２、第４０条、

第５１条及び第９８条並びに第４節（第１

０４条第１項及び第１１２条を除く。）の

規定は、基準該当通所介護の事業について

準用する。この場合において、第１１条の

２第２項、第１２条第１項、第３１条、第

３３条第１項並びに第３９条の２第１号及

び第３号中「訪問介護員等」とあるのは

「通所介護従業者」と、第２３条第１項中

「内容、当該指定訪問介護について法第４

１条第６項の規定により利用者に代わって

支払を受ける居宅介護サービス費の額」と

あるのは「内容」と、第２５条中「法定代

理受領サービスに該当しない指定訪問介 

護」とあるのは「基準該当通所介護」と、

第１０４条第２項中「法定代理受領サービ

スに該当しない指定通所介護」とあるのは

「基準該当通所介護」と、同条第３項中

「前２項」とあるのは「前項」と読み替え

るものとする。 

第１３４条 第１２条から第１８条まで、第

２０条、第２１条、第２３条、第２５条、

第３０条、第３１条、第３３条から第３５

条まで、第３６条、第３７条（第４項を除

く。）、第３８条、第４０条、第５１条及

び第９８条並びに第４節（第１０４条第１

項及び第１１２条を除く。）の規定は、基

準該当通所介護の事業について準用する。

この場合において、第１２条第１項中「訪

問介護員等」とあるのは「通所介護従業 

者」と、第２３条第１項中「内容、当該指

定訪問介護について法第４１条第６項の規

定により利用者に代わって支払を受ける居

宅介護サービス費の額」とあるのは「内 

容」と、第２５条中「法定代理受領サービ

スに該当しない指定訪問介護」とあるのは

「基準該当通所介護」と、第３１条及び第

３３条中「訪問介護員等」とあるのは「通

所介護従業者」と、第１０４条第２項中

「法定代理受領サービスに該当しない指定

通所介護」とあるのは「基準該当通所介 

護」と、同条第３項中「前２項」とあるの

は「前項」と読み替えるものとする。 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第１３９条 指定通所リハビリテーション事

業者は、各指定通所リハビリテーション事

業所において、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程（以下この章

において「運営規程」という。）を定めな

ければならない。 

第１３９条 指定通所リハビリテーション事

業者は、各指定通所リハビリテーション事

業所において、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程（以下この章

において「運営規程」という。）を定めな

ければならない。 

 ⑴～⑻ （略）  ⑴～⑻ （略） 

 ⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項  

 ⑽ （略）  ⑼ （略） 

  

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第１４３条 （略） 第１４３条 （略） 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、

指定通所リハビリテーション事業所におい

て感染症が発生し、又はまん延しないよう

に、次の各号に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、

指定通所リハビリテーション事業所におい

て感染症が発生し、又はまん延しないよう

に、必要な措置を講ずるとともに、感染症

の発生及びまん延の防止に係る研修を実施

するよう努めなければならない。 

 ⑴ 当該指定通所リハビリテーション事業

所における感染症の予防及びまん延の防

 



止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）をおおむね６月に１回

以上開催するとともに、その結果につい

て、通所リハビリテーション従業者に周

知徹底を図ること。 

 ⑵ 当該指定通所リハビリテーション事業

所における感染症の予防及びまん延の防

止のための指針を整備すること。 

 

 ⑶ 当該指定通所リハビリテーション事業

所において、通所リハビリテーション従

業者に対し、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修及び訓練を定期的に実

施すること。 

 

  

 （準用）  （準用） 

第１４５条 第１１条の２から第１７条ま 

で、第１９条から第２１条まで、第２３

条、第２５条、第３０条、第３１条、第３

３条、第３４条、第３６条から第４０条ま

で、第６９条、第１０３条、第１０４条、

第１０８条及び第１１０条の規定は、指定

通所リハビリテーションの事業について準

用する。この場合において、これらの規定

中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハ

ビリテーション従業者」と、第１７条中

「心身の状況」とあるのは「心身の状況、

病歴」と、第１０３条第３項及び第４項中

「通所介護従業者」とあるのは「通所リハ

ビリテーション従業者」と読み替えるもの

とする。 

第１４５条 第１２条から第１７条まで、第

１９条から第２１条まで、第２３条、第２

５条、第３０条、第３１条、第３３条、第

３４条、第３６条から第４０条まで、第６

９条、第１０３条、第１０４条、第１０８

条及び第１１０条の規定は、指定通所リハ

ビリテーションの事業について準用する。

この場合において、第１２条第１項中「訪

問介護員等」とあるのは「通所リハビリテ

ーション従業者」と、第１７条中「心身の

状況」とあるのは「心身の状況、病歴」

と、第３１条及び第３３条中「訪問介護員

等」とあるのは「通所リハビリテーション

従業者」と、第１０３条第３項中「通所介

護従業者」とあるのは「通所リハビリテー

ション従業者」と読み替えるものとする。 

  

 （従業者の配置の基準）  （従業者の配置の基準） 

第１４７条 （略） 第１４７条 （略） 

２ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護

予防短期入所生活介護事業者（指定介護予

防サービス等基準条例第１２９条第１項に

規定する指定介護予防短期入所生活介護事

業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて

受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業

と指定介護予防短期入所生活介護（指定介

護予防サービス等基準条例第１２８条に規

定する指定介護予防短期入所生活介護をい

う。以下同じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営される場合は、指定

介護予防サービス等基準条例第１２９条第

１項に規定する人員に関する基準を満たす

ことをもって、前項に規定する基準を満た

すものとみなすことができる。 

２ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護

予防短期入所生活介護事業者（指定介護予

防サービス等基準条例第１２９条第１項に

規定する指定介護予防短期入所生活介護事

業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて

受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業

と指定介護予防短期入所生活介護（指定介

護予防サービス等基準条例第１２８条に規

定する指定介護予防短期入所生活介護をい

う。以下同じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営される場合は、指定

介護予防サービス等基準条例第１２９条第

１項に規定する人員に関する基準を満たす

ことをもって、前項に規定する基準を満た

すものとみなす。 



  

 （運営規程）  （運営規程） 

第１５１条 指定短期入所生活介護事業者

は、次に掲げる事業の運営についての重要

事項に関する規程（以下この章において

「運営規程」という。）を定めなければな

らない。 

第１５１条 指定短期入所生活介護事業者

は、次に掲げる事業の運営についての重要

事項に関する規程（以下この章において

「運営規程」という。）を定めなければな

らない。 

 ⑴～⑼ （略）  ⑴～⑼ （略） 

 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項  

 ⑾ （略）  ⑽ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第１６７条 第１１条の２、第１３条から第

１７条まで、第１９条、第２０条、第２３

条、第２５条、第３０条、第３３条から第

３５条まで、第３６条から第４０条まで

（第３８条第２項を除く。）、第５１条、

第１０３条、第１０９条及び第１１０条の

規定は、指定短期入所生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第１１

条の２第２項、第３３条第１項並びに第３

９条の２第１号及び第３号中「訪問介護員

等」とあるのは「短期入所生活介護従業 

者」と、第１０３条第３項及び第４項並び

に第１０９条第２項第１号及び第３号中

「通所介護従業者」とあるのは「短期入所

生活介護従業者」と読み替えるものとす

る。 

第１６７条 第１３条から第１７条まで、第

１９条、第２０条、第２３条、第２５条、

第３０条、第３３条から第３５条まで、第

３６条から第４０条まで、第５１条、第１

０３条、第１０９条及び第１１０条の規定

は、指定短期入所生活介護の事業について

準用する。この場合において、第３３条中

「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生

活介護従業者」と、第１０３条第３項中

「通所介護従業者」とあるのは「短期入所

生活介護従業者」と読み替えるものとす

る。 

  

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第１７０条 （略） 第１７０条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前項各号の設備のうち、ユニット（居室

に限る。）にあっては次に掲げる基準を、

その他の設備にあっては市規則で定める基

準を満たさなければならない。 

４ 前項各号の設備のうち、ユニット（居室

に限る。）にあっては次に掲げる基準を、

その他の設備にあっては市規則で定める基

準を満たさなければならない。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 居室は、いずれかのユニットに属する

ものとし、当該ユニットの共同生活室に

近接して一体的に設けること。この場合

において、一のユニットの利用定員（一

のユニットにおいて同時に指定短期入所

生活介護の提供を受けることができる利

用者（当該ユニット型指定短期入所生活

介護事業者がユニット型指定介護予防短

期入所生活介護事業者（指定介護予防サ

ービス等基準条例第１５３条第１項に規

定するユニット型指定介護予防短期入所

生活介護事業者をいう。以下同じ。）の

指定を併せて受け、かつ、ユニット型指

 ⑵ 居室は、いずれかのユニットに属する

ものとし、当該ユニットの共同生活室に

近接して一体的に設けること。この場合

において、一のユニットの利用定員（一

のユニットにおいて同時に指定短期入所

生活介護の提供を受けることができる利

用者（当該ユニット型指定短期入所生活

介護事業者がユニット型指定介護予防短

期入所生活介護事業者（指定介護予防サ

ービス等基準条例第１５３条第１項に規

定するユニット型指定介護予防短期入所

生活介護事業者をいう。以下同じ。）の

指定を併せて受け、かつ、ユニット型指



定短期入所生活介護の事業とユニット型

指定介護予防短期入所生活介護の事業

（指定介護予防サービス等基準条例第１

５１条に規定するユニット型指定介護予

防短期入所生活介護の事業をいう。以下

同じ。）とが同一の事業所において一体

的に運営される場合は、指定短期入所生

活介護又は指定介護予防短期入所生活介

護の利用者をいう。以下この条及び第１

７９条において同じ。）の数の上限をい

う。以下この節において同じ。）は、原

則としておおむね１２人以下とするこ

と。ただし、利用者の処遇に支障がない

と認められる場合は、１５人以下とする

ことができる。 

定短期入所生活介護の事業とユニット型

指定介護予防短期入所生活介護の事業

（指定介護予防サービス等基準条例第１

５１条に規定するユニット型指定介護予

防短期入所生活介護の事業をいう。以下

同じ。）とが同一の事業所において一体

的に運営される場合は、指定短期入所生

活介護又は指定介護予防短期入所生活介

護の利用者をいう。以下この条及び第１

７９条において同じ。）の数の上限をい

う。以下この節において同じ。）は、１

２人以下としなければならない。ただ

し、市規則で定める場合は、この限りで

ない。 

 ⑶ （略）  ⑶ （略） 

  ⑷ ユニットに属さない居室をユニットの

居室として改修したものについては、居

室を隔てる壁と天井との間に一定の隙間

が生じる場合は、利用者相互間の視線の

遮断を確保すること。 

 ⑷ （略）  ⑸ （略） 

５・６ （略） ５・６ （略） 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第１７２条 ユニット型指定短期入所生活介

護事業者は、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めなければ

ならない。 

第１７２条 ユニット型指定短期入所生活介

護事業者は、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めなければ

ならない。 

 ⑴～⑽ （略）  ⑴～⑽ （略） 

 ⑾ 虐待の防止のための措置に関する事項  

 ⑿ （略）  ⑾ （略） 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１７３条 （略） 第１７３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者

は、短期入所生活介護従業者の資質向上の

ため、外部研修その他の適切な研修の機会

を確保しなければならない。その際、当該

ユニット型指定短期入所生活介護事業者

は、全ての短期入所生活介護従業者（看護

師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門

員、法第８条第２項に規定する政令で定め

る者等の資格を有する者その他これに類す

る者を除く。）に対し、認知症介護に係る

基礎的な研修を受講させるために必要な措

置を講じなければならない。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者

は、短期入所生活介護従業者の資質向上の

ため、外部研修その他の適切な研修の機会

を確保しなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者

は、適切なユニット型指定短期入所生活介

 



護の提供を確保する観点から、職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相

当な範囲を超えたものにより短期入所生活

介護従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置

を講じなければならない。 

  

 （準用）  （準用） 

第１８０条の３ 第１１条の２、第１３条か

ら第１７条まで、第１９条、第２０条、第

２３条、第２５条、第３０条、第３３条か

ら第３５条まで、第３６条から第４０条ま

で（第３８条第２項を除く。）、第５１

条、第１０３条、第１０９条、第１１０

条、第１４６条及び第１４８条並びに第４

節（第１６７条を除く。）の規定は、共生

型短期入所生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第１１条の２第２

項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型

短期入所生活介護の提供に当たる従業者

（以下「共生型短期入所生活介護従業者」

という。）」と、第３３条第１項中「運営

規程」とあるのは「運営規程（第１８０条

の３において準用する第１５１条に規定す

る運営規程をいう。第１８０条の３におい

て準用する第１５３条第１項において同

じ。）」と、同項並びに第３９条の２第１

号及び第３号中「訪問介護員等」とあるの

は「共生型短期入所生活介護従業者」と、

第１０３条第３項及び第４項並びに第１０

９条第２項第１号及び第３号中「通所介護

従業者」とあるのは「共生型短期入所生活

介護従業者」と、第１４８条第１項中

「（以下この条及び第１５６条において

「管理者」という。）」とあるのは「（以

下この条及び第１８０条の３において準用

する第１５６条において「管理者」とい

う。）」と、第１５３条第１項、第１５５

条第３項、第１５６条第１項及び第１６３

条中「短期入所生活介護従業者」とあるの

は「共生型短期入所生活介護従業者」と、

第１６６条第２項第２号中「次条において

準用する第２３条第２項」とあるのは「第

２３条第２項」と、同項第４号中「次条に

おいて準用する第３０条」とあるのは「第

３０条」と、同項第５号中「次条において

準用する第３７条第２項」とあるのは「第

３７条第２項」と、同項第６号中「次条に

おいて準用する第３９条第１項」とあるの

第１８０条の３ 第１３条から第１７条ま 

で、第１９条、第２０条、第２３条、第２

５条、第３０条、第３３条から第３５条ま

で、第３６条から第４０条まで、第５１

条、第１０３条、第１０９条、第１１０

条、第１４６条及び第１４８条並びに第４

節（第１６７条を除く。）の規定は、共生

型短期入所生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第３３条中「運営

規程」とあるのは「運営規程（第１８０条

の３において準用する第１５１条に規定す

る運営規程をいう。第１８０条の３におい

て準用する第１５３条第１項において同

じ。）」と、「訪問介護員等」とあるのは

「共生型短期入所生活介護の提供に当たる

従業者（以下「共生型短期入所生活介護従

業者」という。）」と、第１０３条第３項

中「通所介護従業者」とあるのは「共生型

短期入所生活介護従業者」と、第１４８条

第１項中「（以下この条及び第１５６条に

おいて「管理者」という。）」とあるのは

「（以下この条及び第１８０条の３におい

て準用する第１５６条において「管理者」

という。）」と、第１５３条第１項、第１

５５条第３項、第１５６条第１項及び第１

６３条中「短期入所生活介護従業者」とあ

るのは「共生型短期入所生活介護従業者」

と、第１６６条第２項第２号中「次条にお

いて準用する第２３条第２項」とあるのは

「第２３条第２項」と、同項第４号中「次

条において準用する第３０条」とあるのは

「第３０条」と、同項第５号中「次条にお

いて準用する第３７条第２項」とあるのは

「第３７条第２項」と、同項第６号中「次

条において準用する第３９条第１項」とあ

るのは「第３９条第１項」と読み替えるも

のとする。 



は「第３９条第１項」と読み替えるものと

する。 

  

 （準用）  （準用） 

第１８７条 第１１条の２、第１３条から第

１７条まで、第２０条、第２３条、第２５

条、第３０条、第３３条から第３５条ま

で、第３６条から第４０条まで（第３７条

第４項及び第３８条第２項を除く。）、第

５１条、第１０３条、第１０９条、第１１

０条及び第１４６条並びに第４節（第１５

４条第１項及び第１６７条を除く。）の規

定は、基準該当短期入所生活介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１

１条の２第２項、第３３条第１項並びに第

３９条の２第１号及び第３号中「訪問介護

員等」とあるのは「短期入所生活介護従業

者」と、第２３条第１項中「内容、当該指

定訪問介護について法第４１条第６項の規

定により利用者に代わって支払を受ける居

宅介護サービス費の額」とあるのは「内 

容」と、第２５条中「法定代理受領サービ

スに該当しない指定訪問介護」とあるのは

「基準該当短期入所生活介護」と、第１０

３条第３項及び第４項並びに第１０９条第

２項第１号及び第３号中「通所介護従業 

者」とあるのは「短期入所生活介護従業 

者」と、第１５４条第２項中「法定代理受

領サービスに該当しない指定短期入所生活

介護」とあるのは「基準該当短期入所生活

介護」と、同条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、第１６０条中「医師及び

看護職員」とあるのは「看護職員」と、第

１６４条第２項中「静養室」とあるのは

「静養室等」と、第１６６条第２項第２号

中「次条において準用する第２３条第２ 

項」とあるのは「第２３条第２項」と、同

項第４号中「次条において準用する第３０

条」とあるのは「第３０条」と、同項第５

号中「次条において準用する第３７条第２

項」とあるのは「第３７条第２項」と、同

項第６号中「次条において準用する第３９

条第１項」とあるのは「第３９条第１項」

と読み替えるものとする。 

第１８７条 第１３条から第１７条まで、第

２０条、第２３条、第２５条、第３０条、

第３３条から第３５条まで、第３６条、第

３７条（第４項を除く。）、第３８条から

第４０条まで、第５１条、第１０３条、第

１０９条、第１１０条及び第１４６条並び

に第４節（第１５４条第１項及び第１６７

条を除く。）の規定は、基準該当短期入所

生活介護の事業について準用する。この場

合において、第２３条第１項中「内容、当

該指定訪問介護について法第４１条第６項

の規定により利用者に代わって支払を受け

る居宅介護サービス費の額」とあるのは

「内容」と、第２５条中「法定代理受領サ

ービスに該当しない指定訪問介護」とある

のは「基準該当短期入所生活介護」と、第

３３条中「訪問介護員等」とあるのは「短

期入所生活介護従業者」と、第１０３条第

３項中「通所介護従業者」とあるのは「短

期入所生活介護従業者」と、第１５４条第

２項中「法定代理受領サービスに該当しな

い指定短期入所生活介護」とあるのは「基

準該当短期入所生活介護」と、同条第３項

中「前２項」とあるのは「前項」と、第１

６０条中「医師及び看護職員」とあるのは

「看護職員」と、第１６４条第２項中「静

養室」とあるのは「静養室等」と、第１６

６条第２項第２号中「次条において準用す

る第２３条第２項」とあるのは「第２３条

第２項」と、同項第４号中「次条において

準用する第３０条」とあるのは「第３０ 

条」と、同項第５号中「次条において準用

する第３７条第２項」とあるのは「第３７

条第２項」と、同項第６号中「次条におい

て準用する第３９条第１項」とあるのは

「第３９条第１項」と読み替えるものとす

る。 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第１９１条 指定短期入所療養介護事業者

は、次に掲げる事業の運営についての重要

事項に関する規程（以下この章において

「運営規程」という。）を定めなければな

第１９１条 指定短期入所療養介護事業者

は、次に掲げる事業の運営についての重要

事項に関する規程（以下この章において

「運営規程」という。）を定めなければな



らない。 らない。 

 ⑴～⑺ （略）  ⑴～⑺ （略） 

 ⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項  

 ⑼ 略）  ⑻ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第２０３条 第１１条の２、第１３条から第

１７条まで、第１９条、第２０条、第２３

条、第２５条、第３０条、第３３条、第３

４条、第３６条から第４０条まで（第３８

条第２項を除く。）、第５１条、第１０３

条、第１１０条、第１４３条、第１５２条

第２項、第１５３条及び第１６５条の規定

は、指定短期入所療養介護の事業について

準用する。この場合において、第１１条の

２第２項、第３３条第１項並びに第３９条

の２第１号及び第３号中「訪問介護員等」

とあるのは「短期入所療養介護従業者」

と、第１０３条第３項及び第４項中「通所

介護従業者」とあるのは「短期入所療養介

護従業者」と、第１４３条第２項第１号及

び第３号中「通所リハビリテーション従事

者」とあるのは「短期入所療養介護従業 

者」と、第１５３条第１項中「短期入所生

活介護従業者」とあるのは「短期入所療養

介護従業者」と読み替えるものとする。 

第２０３条 第１３条から第１７条まで、第

１９条、第２０条、第２３条、第２５条、

第３０条、第３３条、第３４条、第３６条

から第４０条まで、第５１条、第１０３

条、第１１０条、第１４３条、第１５２条

第２項、第１５３条及び第１６５条の規定

は、指定短期入所療養介護の事業について

準用する。この場合において、第３３条中

「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療

養介護従業者」と、第１０３条第３項中

「通所介護従業者」とあるのは「短期入所

療養介護従業者」と、第１５３条第１項中

「短期入所生活介護従業者」とあるのは

「短期入所療養介護従業者」と読み替える

ものとする。 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第２０７条 ユニット型指定短期入所療養介

護事業者は、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めなければ

ならない。 

第２０７条 ユニット型指定短期入所療養介

護事業者は、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めなければ

ならない。 

 ⑴～⑺ （略）  ⑴～⑺ （略） 

 ⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項  

 ⑼ （略）  ⑻ （略） 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２０８条 第２０８条 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者

は、短期入所療養介護従業者の資質向上の

ため、外部研修その他の適切な研修の機会

を確保しなければならない。その際、当該

ユニット型指定短期入所療養介護事業者

は、全ての短期入所療養介護従業者（看護

師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門

員、法第８条第２項に規定する政令で定め

る者等の資格を有する者その他これに類す

る者を除く。）に対し、認知症介護に係る

基礎的な研修を受講させるために必要な措

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者

は、短期入所療養介護従業者の資質向上の

ため、外部研修その他の適切な研修の機会

を確保しなければならない。 



置を講じなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者

は、適切なユニット型指定短期入所療養介

護の提供を確保する観点から、職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相

当な範囲を超えたものにより短期入所療養

介護従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置

を講じなければならない。 

 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第２２１条 指定特定施設入居者生活介護事

業者は、各指定特定施設において、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程（以下この章（第５節を除く。）に

おいて「運営規程」という。）を定めなけ

ればならない。 

第２２１条 指定特定施設入居者生活介護事

業者は、各指定特定施設において、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程（以下この章（第５節を除く。）に

おいて「運営規程」という。）を定めなけ

ればならない。 

 ⑴～⑼ （略）  ⑴～⑼ （略） 

 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項  

⑾ （略）  ⑽ （略） 

  

 （指定特定施設入居者生活介護の取扱方 

針） 

 （指定特定施設入居者生活介護の取扱方 

針） 

第２２７条 （略） 第２２７条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

 ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）

を３月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。 

 ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職

員その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。 

 ⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶ （略） 

７ （略） ７ （略） 

  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２３１条 （略） 第２３１条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

特定施設従業者の資質向上のため、外部研

修その他の適切な研修の機会を確保しなけ

ればならない。その際、指定特定施設入居

者生活介護事業者は、全ての特定施設従業

者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護

支援専門員、法第８条第２項に規定する政

令で定める者等の資格を有する者その他こ

れに類する者を除く。）に対し、認知症介

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

特定施設従業者の資質向上のため、外部研

修その他の適切な研修の機会を確保しなけ

ればならない。 



護に係る基礎的な研修を受講させるために

必要な措置を講じなければならない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

適切な指定特定施設入居者生活介護の提供

を確保する観点から、職場において行われ

る性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより特定施設従業者の就業

環境が害されることを防止するための方針

の明確化等の必要な措置を講じなければな

らない。 

 

  

 （準用）  （準用） 

第２３６条 第１１条の２、第１５条、第１

６条、第２５条、第３０条、第３３条から

第３５条まで、第３６条、第３７条、第３

９条から第４０条まで、第５１条、第５６

条、第１０９条、第１１０条及び第１５９

条の規定は、指定特定施設入居者生活介護

の事業について準用する。この場合におい

て、第１１条の２第２項、第３３条第１項

並びに第３９条の２第１号及び第３号中

「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従

業者」と、第５６条中「訪問入浴介護従業

者」とあるのは「特定施設従業者」と、第

１０９条第２項第１号及び第３号中「通所

介護従業者」とあるのは「特定施設従業 

者」と読み替えるものとする。 

第２３６条 第１５条、第１６条、第２５ 

条、第３０条、第３３条から第３５条ま

で、第３６条、第３７条、第３９条、第４

０条、第５１条、第５６条、第１０９条、

第１１０条及び第１５９条の規定は、指定

特定施設入居者生活介護の事業について準

用する。この場合において、第３３条中

「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従

業者」と、第５６条中「訪問入浴介護従業

者」とあるのは「特定施設従業者」と読み

替えるものとする。 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第２４２条 外部サービス利用型指定特定施

設入居者生活介護事業者は、各指定特定施

設において、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する規程（以下この節に

おいて「運営規程」という。）を定めなけ

ればならない。 

第２４２条 外部サービス利用型指定特定施

設入居者生活介護事業者は、各指定特定施

設において、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する規程（以下この節に

おいて「運営規程」という。）を定めなけ

ればならない。 

 ⑴～⑽ （略）  ⑴～⑽ （略） 

 ⑾ 虐待の防止のための措置に関する事項  

 ⑿ （略）  ⑾ （略） 

  

 （準用）  （準用）  

第２４７条 第１１条の２、第１５条、第１

６条、第２５条、第３０条、第３３条から

第３５条まで、第３６条、第３７条、第３

９条から第４０条まで、第５１条、第５６

条、第１０９条、第１１０条、第２２０

条、第２２２条、第２２４条、第２２６

条、第２２７条及び第２３０条から第２３

４条までの規定は、外部サービス利用型指

定特定施設入居者生活介護の事業について

第２４７条 第１５条、第１６条、第２５ 

条、第３０条、第３３条から第３５条ま

で、第３６条から第４０条まで、第５１

条、第５６条、第１０９条、第１１０条、

第２２０条、第２２２条、第２２４条、第

２２６条、第２２７条及び第２３０条から

第２３４条までの規定は、外部サービス利

用型指定特定施設入居者生活介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第３



準用する。この場合において、第１１条の

２第２項並びに第３９条の２第１号及び第

３号中「訪問介護員等」とあるのは「指定

特定施設の従業者」と、第３３条第１項中

「訪問介護員等」とあるのは「外部サービ

ス利用型特定施設従業者」と、第３４条第

１項中「指定訪問介護事業所」とあるのは

「指定特定施設及び受託居宅サービス事業

所」と、第５６条中「訪問入浴介護従業

者」とあるのは「指定特定施設従業者」

と、第１０９条第２項第１号及び第３号中

「通所介護従業者」とあるのは「特定施設

従業者」と、第２２０条第３項及び第６項

中「他の特定施設従業者」とあるのは「他

の外部サービス利用型特定施設従業者及び

受託居宅サービス事業者」と、第２２４条

中「サービス」とあるのは「基本サービ 

ス」と、第２３１条中「適切な指定特定施

設入居者生活介護」とあるのは「適切な基

本サービス」と、「指定特定施設入居者生

活介護を」とあるのは「基本サービスを」

と、「指定特定施設入居者生活介護に」と

あるのは「基本サービスに」と読み替える

ものとする。 

３条中「訪問介護員等」とあるのは「外部

サービス利用型特定施設従業者」と、第３

４条第１項中「指定訪問介護事業所」とあ

るのは「指定特定施設及び受託居宅サービ

ス事業所」と、第５６条中「訪問入浴介護

従業者」とあるのは「指定特定施設従業 

者」と、第２２０条第３項及び第６項中

「他の特定施設従業者」とあるのは「他の

外部サービス利用型特定施設従業者及び受

託居宅サービス事業者」と、第２２４条中

「サービス」とあるのは「基本サービス」

と、第２３１条中「適切な指定特定施設入

居者生活介護」とあるのは「適切な基本サ

ービス」と、「指定特定施設入居者生活介

護を」とあるのは「基本サービスを」と、

「指定特定施設入居者生活介護に」とある

のは「基本サービスに」と読み替えるもの

とする。 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第２５２条 指定福祉用具貸与事業者は、各

指定福祉用具貸与事業所において、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程（以下この章において「運営規程」

という。）を定めなければならない。 

第２５２条 指定福祉用具貸与事業者は、各

指定福祉用具貸与事業所において、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程（以下この章において「運営規程」

という。）を定めなければならない。 

 ⑴～⑸ （略）  ⑴～⑸ （略） 

 ⑹ 虐待の防止のための措置に関する事項  

 ⑺ （略）  ⑹ （略） 

  

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第２５９条 （略） 第２５９条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福

祉用具貸与事業所において感染症が発生

し、又はまん延しないように、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。 

 

 ⑴ 当該指定福祉用具貸与事業所における

感染症の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとす

る。）をおおむね６月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、福祉用

具専門相談員に周知徹底を図ること。 

 

 ⑵ 当該指定福祉用具貸与事業所における  



感染症の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

⑶ 当該指定福祉用具貸与事業所におい

て、福祉用具専門相談員に対し、感染症

の予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練を定期的に実施すること。 

 

  

（掲示及び目録の備付け）  （掲示及び目録の備付け） 

第２６０条 （略） 第２６０条 （略） 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、前項に規定

する事項を記載した書面を当該指定福祉用

具貸与事業所に備え付け、かつ、これをい

つでも関係者に自由に閲覧させることによ

り、同項の規定による掲示に代えることが

できる。 

２ 前項の規定にかかわらず、掲示が著しく

困難な場合は、利用者が自由に見ることが

できる場所に重要事項を記載した書面を設

置することにより、掲示に代えることがで

きる。 

３ （略） ３ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第２６２条 第１１条の２から第２３条ま 

で、第２５条、第３０条、第３４条、第３

５条、第３６条から第４０条まで、第５１

条並びに第１０３条第１項、第２項及び第

４項の規定は、指定福祉用具貸与の事業に

ついて準用する。この場合において、第１

１条の２第２項、第１２条第１項、第３９

条の２第１号及び第３号中「訪問介護員

等」とあるのは「福祉用具専門相談員」

と、第１４条中「実施地域等」とあるのは

「実施地域、取り扱う福祉用具の種目等」

と、第１８条第２項中「適切な指導」とあ

るのは「適切な相談又は助言」と、第２２

条中「訪問介護員等」とあるのは「従業 

者」と、「初回訪問時及び利用者」とある

のは「利用者」と、第２３条第１項中「提

供日及び内容」とあるのは「提供の開始日

及び終了日並びに種目及び品名」と、第２

５条中「内容」とあるのは「種目、品名」

と、第１０３条第２項中「処遇」とあるの

は「サービスの利用」と、同条第４項中

「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具

専門相談員」と読み替えるものとする。 

第２６２条 第１２条から第２３条まで、第

２５条、第３０条、第３４条、第３５条、

第３６条から第４０条まで、第５１条並び

に第１０３条第１項及び第２項の規定は、

指定福祉用具貸与の事業について準用す

る。この場合において、第１２条第１項中

「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専

門相談員」と、第１４条中「実施地域等」

とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具

の種目等」と、第１８条第２項中「適切な

指導」とあるのは「適切な相談又は助言」

と、第２２条中「訪問介護員等」とあるの

は「従業者」と、「初回訪問時及び利用 

者」とあるのは「利用者」と、第２３条第

１項中「提供日及び内容」とあるのは「提

供の開始日及び終了日並びに種目及び品 

名」と、第２５条中「内容」とあるのは

「種目、品名」と、第１０３条第２項中

「処遇」とあるのは「サービスの利用」と

読み替えるものとする。 

  

 （準用）  （準用） 

第２６４条 第１１条の２から第１８条ま

で、第２０条から第２３条まで、第２５

条、第３０条、第３４条、第３５条、第３

６条から第４０条まで（第３７条第４項を

除く。）、第５１条、第１０３条第１項、

第２項及び第４項、第２４８条、第２５０

条、第２５１条並びに第４節（第２５３条

第２６４条 第１２条から第１８条まで、第

２０条から第２３条まで、第２５条、第３

０条、第３４条、第３５条、第３６条、第

３７条（第４項を除く。）、第３８条から

第４０条まで、第５１条、第１０３条第１

項及び第２項、第２４８条、第２５０条、

第２５１条並びに第４節（第２５３条第１



第１項及び第２６２条を除く。）の規定

は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用す

る。この場合において、第１１条の２第２

項、第１２条第１項、第３９条の２第１号

及び第３号中「訪問介護員等」とあるのは

「福祉用具専門相談員」と、第１４条中

「実施地域等」とあるのは「実施地域、取

り扱う福祉用具の種目等」と、第１８条第

２項中「適切な指導」とあるのは「適切な

相談又は助言」と、第２２条中「訪問介護

員等」とあるのは「従業者」と、第２３条

第１項中「提供日及び内容、当該指定訪問

介護について法第４１条第６項の規定によ

り利用者に代わって支払を受ける居宅介護

サービス費の額」とあるのは「提供の開始

日及び終了日、種目、品名」と、第２５条

中「法定代理受領サービスに該当しない指

定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用

具貸与」と、第１０３条第２項中「処遇」

とあるのは「サービスの利用」と、同条第

４項中「通所介護従業者」とあるのは「福

祉用具専門相談員」と、第２５３条第２項

中「法定代理受領サービスに該当しない指

定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福

祉用具貸与」と、同条第３項中「前２項」

とあるのは「前項」と読み替えるものとす

る。 

項及び第２６２条を除く。）の規定は、基

準該当福祉用具貸与の事業に準用する。こ

の場合において、第１２条第１項中「訪問

介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談

員」と、第１４条中「実施地域等」とある

のは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目

等」と、第１８条第２項中「適切な指導」

とあるのは「適切な相談又は助言」と、第

２２条中「訪問介護員等」とあるのは「従

業者」と、第２３条第１項中「提供日及び

内容、当該指定訪問介護について法第４１

条第６項の規定により利用者に代わって支

払を受ける居宅介護サービス費の額」とあ

るのは「提供の開始日及び終了日、種目、

品名」と、第２５条中「法定代理受領サー

ビスに該当しない指定訪問介護」とあるの

は「基準該当福祉用具貸与」と、第１０３

条第２項中「処遇」とあるのは「サービス

の利用」と、第２５３条第２項中「法定代

理受領サービスに該当しない指定福祉用具

貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸 

与」と、同条第３項中「前２項」とあるの

は「前項」と読み替えるものとする。 

  

 （準用）  （準用） 

第２７５条 第１１条の２から第１８条ま 

で、第２０条から第２２条まで、第３０

条、第３２条、第３４条、第３５条、第３

６条から第４０条まで、第５１条、第１０

３条第１項、第２項及び第４項、第２５２

条、第２５４条、第２５７条、第２５８条

並びに第２６０条の規定は、指定特定福祉

用具販売の事業について準用する。この場

合において、第１１条の２第２項、第１２

条第１項、第３２条第３項第１号及び第３

号並びに第３９条の２第１号及び第３号中

「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専

門相談員」と、第１４条中「実施地域等」

とあるのは「実施地域、取り扱う特定福祉

用具の種目等」と、第１８条第２項中「適

切な指導」とあるのは「適切な相談又は助

言」と、第２２条中「訪問介護員等」とあ

るのは「従業者」と、「初回訪問時及び利

用者」とあるのは「利用者」と、第３２条

第１項中「訪問介護員等」とあるのは「従

業者」と、第１０３条第２項中「処遇」と

第２７５条 第２７５条 第１２条から第１

８条まで、第２０条から第２２条まで、第

３０条、第３２条、第３４条、第３５条、

第３６条から第４０条まで、第５１条、第

１０３条第１項及び第２項、第２５２条、

第２５４条、第２５７条、第２５８条並び

に第２６０条の規定は、指定特定福祉用具

販売の事業について準用する。この場合に

おいて、第１２条第１項中「訪問介護員 

等」とあるのは「福祉用具専門相談員」

と、第１４条中「実施地域等」とあるのは

「実施地域、取り扱う特定福祉用具の種目

等」と、第１８条第２項中「適切な指導」

とあるのは「適切な相談又は助言」と、第

２２条中「訪問介護員等」とあるのは「従

業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあ

るのは「利用者」と、第３２条第１項中

「訪問介護員等」とあるのは「従業者」

と、第１０３条第２項中「処遇」とあるの

は「サービスの利用」と、第２５２条第４

号中「利用料」とあるのは「販売費用の 



あるのは「サービスの利用」と、同条第４

項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉

用具専門相談員」と、第２５２条第４号中

「利用料」とあるのは「販売費用の額」

と、第２５４条第２項中「福祉用具を貸 

与」とあるのは「特定福祉用具を販売」

と、第２５７条第１項中「福祉用具に」と

あるのは「特定福祉用具に」と、同条第２

項中「指定福祉用具貸与」とあるのは「指

定特定福祉用具販売」と、第２５８条中

「福祉用具を」とあるのは「特定福祉用具

を」と、第２６０条第２項中「福祉用具 

の」とあるのは「特定福祉用具の」と読み

替えるものとする。 

額」と、第２５４条第２項中「福祉用具を

貸与」とあるのは「特定福祉用具を販売」

と、第２５７条第１項中「福祉用具に」と

あるのは「特定福祉用具に」と、同条第２

項中「指定福祉用具貸与」とあるのは「指

定特定福祉用具販売」と、第２５８条中

「福祉用具を」とあるのは「特定福祉用具

を」と、第２６０条第２項中「福祉用具 

の」とあるのは「特定福祉用具の」と読み

替えるものとする。 

 

  

 （電磁的記録等）  

第２７６条 指定居宅サービス事業者及び指

定居宅サービスの提供に当たる者は、作

成、保存その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複

本その他文字、図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下この条において

同じ。）で行うことが規定されている又は

想定されるもの（第１５条第１項（第４１

条の３、第４６条、第５８条、第６２条、

第７８条、第８８条、第９７条、第１１２

条、第１１４条、第１３４条、第１４５

条、第１６７条（第１８０条において準用

する場合を含む。）、第１８０条の３、第

１８７条、第２０３条（第２１５条におい

て準用する場合を含む。）、第２３６条、

第２４７条、第２６２条、第２６４条及び

第２７５条において準用する場合を含 

む。）及び第２２４条第１項（第２４７条

において準用する場合を含む。）並びに次

項に規定するものを除く。）については、

書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。 

 

２指定居宅サービス事業者及び指定居宅サ

ービスの提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾、締結その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）のうち、こ

の条例の規定において書面で行うことが規

定されている又は想定されるものについて

 



は、当該交付等の相手方の承諾を得て、書

面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁

気的方法その他人の知覚によって認識する

ことができない方法をいう。）によること

ができる。 

  

 （委任）  （委任） 

第２７７条 （略） 第２７６条 （略） 

  

  
   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （虐待の防止に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、この条例による改正

後の八王子市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例（以下「新条例」という。）第９条（新条例第４１条の３及び第４６条に

おいて準用する場合を含む。）、第５２条（新条例第６２条において準用する

場合を含む。）、第６７条、第８２条、第９２条、第１０２条（新条例第１１

４条及び第１３４条において準用する場合を含む。）、第１３９条、第１５１

条（新条例第１８０条の３及び第１８７条において準用する場合を含む。）、

第１７２条、第１９１条、第２０７条、第２２１条、第２４２条及び第２５２

条（新条例第２６４条及び第２７５条において準用する場合を含む。）の規定

の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のた

めの措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」

と、「重要事項」とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措置に関する事

項を除く。）」とし、新条例第３９条の２（第３号に係る部分を除く。）（新

条例第４１条の３、第４６条、第５８条、第６２条、第７８条、第８８条、第

９７条、第１１２条、第１１４条、第１３４条、第１４５条、第１６７条

（新条例第１８０条において準用する場合を含む。）、第１８０条の３、第１

８７条、第２０３条（新条例第２１５条において準用する場合を含む。）、第

２３６条、第２４７条、第２６２条、第２６４条及び第２７５条において準用

する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第３９条の２中「講じな

ければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。 



（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、新条例第１１条の２

（新条例第４１条の３、第４６条、第５８条、第６２条、第７８条、第８８ 

条、第９７条、第１１２条、第１１４条、第１３４条、第１４５条、第１６７

条（新条例第１８０条において準用する場合を含む。）、第１８０条の３、第

１８７条、第２０３条（新条例第２１５条において準用する場合を含む。）、

第２３６条、第２４７条、第２６２条、第２６４条及び第２７５条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第１１条の２第１項中

「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第２項中

「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項

中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、新条例第３２条第３

項（新条例第４１条の３、第４６条、第５８条、第６２条、第７８条、第８８

条、第９７条及び第２７５条において準用する場合を含む。）、第１０９条第

２項（新条例第１１４条、第１３４条、第１６７条（新条例第１８０条におい

て準用する場合を含む。）、第１８０条の３、第１８７条、第２３６条及び第

２４７条において準用する場合を含む。）、第１４３条第２項（新条例第２０

３条（新条例第２１５条において準用する場合を含む。）において準用する場

合を含む。）及び第２５９条第６項（新条例第２６４条において準用する場合

を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とある

のは「講じるよう努めなければ」とする。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

５ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、新条例第５２条の２

第３項（新条例第６２条において準用する場合を含む。）、第１０３条第３項 

（新条例第１１４条、第１３４条、第１４５条、第１６７条、第１８０条の 

３、第１８７条及び第２０３条において準用する場合を含む。）、第１７３条

第４項、第２０８条第４項及び第２３１条第４項（新条例第２４７条において

準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。 



６ この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを含 

み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）

の居室であって、この条例による改正前の八王子市指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営の基準に関する条例第１７０条第４項第４号の規定の要

件を満たしているものについては、なお従前の例による。 

 


